
令和６年度地域別最低賃金の
答申が取りまとめられました

東京都最低賃金は50円引上げ、時間額1,163円に決定

ハローワーク飯田橋

ハローワーク飯田橋をご利用の求人者の皆様へ

学卒求人票について、試用・研修期間（固定残業代）を含め
地域別最低賃金を下回っていないかご確認ください。

地域別最低賃金について

求人票に記載された「賃金」の下限額が地域別最低賃金を下回る場合は、
改定後の地域別最低賃金額が発効（※１）するまでに、「賃金額の変更」
をお願いします。変更手続きについては、下記担当までご連絡ください。

求人票に記載された「賃金」の下限額が地域別最低賃金を下回る場合

大卒等求人票の賃金額変更を行った場合の取扱いについて

（※1） 官報公示の30日後に効力が生じます。
発効日は例年10月頃となります。

【担当・お問い合わせ先】

ハローワーク飯田橋 ℡：03-3812-8609
学卒求人窓口 （部門コード36#）

R0609飯田橋・大卒

地域別最低賃金については都道府県労働局での関係労使からの異議申出
に関する手続きを経た上で、都道府県労働局長の決定により、１０月１日
から１１月１日までの間に順次発効される予定です。
（令和６年度地域別最低賃金額改定の目安額については裏面をご参照ください。）

求人票の賃金額変更を行った場合には、職業安定法の「労働条件変更の
明示」が必要となります。
そのため、応募・選考面接時等には、「賃金額変更後の求人票」を提示

し、賃金が変更したことを明示してください。

なお、「賃金」の下限額が最低賃金以上の賃金額に変更されるまで求人
票の公開を中止します。
また、求人申込みの際に「賃金」の下限額が地域別最低賃金を下回った

場合には、法令違反となるため、求人の受理はできません。



【参考】厚生労働省のプレスリリース
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（8月29日現在）


